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       平成１９年１０月４日 
 
 
 

熊本市交通局の上限運賃変更認可について 
 
 
 
  九州運輸局は、平成１９年９月３日付けで、熊本市交通局から軌道法第１１条の規定
に基づき申請のあった旅客運賃の上限運賃変更について、平成１９年１０月４日付けに

て申請どおり認可しましたので、お知らせ致します。 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 
九州運輸局鉄道部計画課  安部・江隈 

ＴＥＬ ０９２－４７２－４０５１ 
ＦＡＸ ０９２－４７２－２３５３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     国土交通省 九州運輸局  



熊本市交通局の旅客運賃の改定について（上限運賃変更） 

 
申  請  者      熊本市交通局 
            熊 本 市 長 幸山 政史 
        交通事業管理者 石田 賢一 
住      所   熊本市大江５丁目１番４０号 
申請年月日    平成１９年 ９月３日 
認可年月日    平成１９年１０月４日 
営業キロ        ２号線 田崎橋～健軍町  （９．２ｋｍ） 
            ３号線 上熊本駅～健軍町（９．４ｋｍ） 
改定内容 
（１）普通旅客運賃（対キロ区間制から均一制へ変更） 
 

申   請 現          行 前 

１５０円 

２ｋｍまで              １５０円 

２ｋｍを超え  ５ｋｍまで １５０円 

５ｋｍを超え ８ｋｍまで １８０円 

８ｋｍを超え１０ｋｍまで ２００円 

１３０円 

１５０円 

１７０円 

１９０円 

（２）定期旅客運賃 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申     請 現      行 

２キロまで            ４７７０円 

２キロを超え５キロまで    ５５００円 

５キロを超え８キロまで    ６２４０円 

通

勤 

普

通 

１

ヶ

月 

普通旅客運賃

を基礎としこれ

を６０倍し４０％

割引した額 

運

賃

額 

  ５４００円
通

勤

普

通

１

ヶ

月

前普通旅客運賃を基

礎としこれを６０倍し

４０％割引した額に１

０３分の１０５を乗じ

た額 

運

賃

額 

８キロを超えるとき       ６９７０円 

２キロまで            ３９８０円 

２キロを超え５キロまで    ４５９０円 

５キロを超え８キロまで    ５２００円 

大

人 

１

ヶ

月 

普通旅客運賃

を基礎としこれ

を６０倍し５０％

割引した額 

運

賃

額 

  ４５００円
大

人

１

ヶ

月

前普通旅客運賃を基

礎としこれを６０倍し

５０％割引した額に１

０３分の１０５を乗じ

た額 

運

賃

額 

８キロを超えるとき       ５８１０円 

２キロまで            １９９０円 

２キロを超え５キロまで    ２２９０円 

５キロを超え８キロまで    ２６００円 

定 

期 

旅 

客 

運 

賃 
通

学 

小

児 

１

ヶ

月 

普通旅客運賃

を基礎としこれ

を６０倍し７５％

割引した額 

運

賃

額 

  ２２５０円

通

学

小

児

１

ヶ

月

前普通旅客運賃を基

礎としこれを６０倍し

７５％割引した額に１

０３分の１０５を乗じ

た額 

運

賃

額 

８キロを超えるとき       ２９１０円 

 



（３）貸切旅客運賃 

 
３．改定率 
 最 高 最 低 平均値上率 
普通旅客運賃 ０．００％ ▼２５．００％ ▼１０．４２％ 
通勤定期旅客運賃 １３．２１％ ▼２２．５３％ ▼ ６．１５％ 
通学定期旅客運賃（大人） １３．０７％ ▼２２．５５％ ▼ ６．２３％ 
通学定期旅客運賃（小児） １３．０７％ ▼２２．６８％ ▼ ６．２１％ 
貸切旅客運賃（大人） １２．３２％ ▼２２．８５％ ▼ ６．５２％ 
貸切旅客運賃（小児） １３．２９％ ▼２２．７３％ ▼ ６．２０％ 

 
（３）申請理由 

熊本市交通局は、昭和４８年に「地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関す

る法律」に基づき再建団体の指定を受け、昭和６２年度で財政再建計画を終了し、

翌年度からは自主経営を目指し軌道事業部門においては、軌条交換、電停の改良、

低床電車の導入、乗客の利便性を図るための増便、1 日乗車券等の積極的な乗客誘
致策を展開し、市民の足としての公共交通機関の使命を果たしてきが、平成１２年

度からの経済状況の悪化や自動車交通の増加等により乗客減が続いており、改善策

の一環として均一運賃を検討し、平成１７年１０月と平成１８年１０月に均一運賃

を試行した結果をふまえ、今後、将来的な収益を確保しつつも、市民サービスの向

上を図り、利用頻度をあげるため、均一運賃制に移行することとした。 
 
 
 
 
 
 

申     請 現      行 

２キロまで            ９１７０円 

２キロを超え５キロまで   １０５００円 

５キロを超え８キロまで   １１９３０円 

大

人 

普通旅客運賃に車両

平均定員６８．９を乗じ

て得た額（１０円の単

位を四捨五入） 

運

賃

額 

 １０３００円 
大

人

前普通旅客運賃に車両平

均定員６８．９を乗じて得た

額（１０円の単位を四捨五

入）に１０３分の１０５を乗じ

た額 

運

賃

額

８キロを超えるとき      １３３５０円 

２キロまで            ４５９０円 

２キロを超え５キロまで    ５３００円 

５キロを超え８キロまで    ６０１０円 

小

児 

大人貸切旅客運賃の

２分の１の額（１０円の

単位を四捨五入） 

運

賃

額 

  ５２００円 
小

児

前大人貸切旅客運賃の２分

の１の額（１０円の単位を四

捨五入）に１０３分の１０５を

乗じた額 

運

賃

額

８キロを超えるとき       ６７３０円 


